
 

平 成 2 9 年 度 保 健 事 業 に つ い て 
 

健康保険組合の本来の役割である、加入者の健康をサポートするため、疾病予防を目的とした保健事業を積極

的に展開していきます。詳細については、事業主通知、機関誌「健保だより」、ホームページでお知らせします。 

 

区分 項目 事業内容 

特定 

健診 

･ 

保健 

指導 

特定健康診査※ 

・内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した健診の推進 

・40～74歳の被扶養者の方へ特定健診受診券の送付（5月） 

・被扶養者の受診率向上をめざした「レディース健診」（全国巡回型健診） 

特定保健指導※ 

・動機づけ支援・積極的支援の実施 

・保健指導対象者へ利用券の送付 

・事業所へ専門職を派遣しての初回面談方式等 

疾病

予防

関係 

人間ドック・生活習慣病予

防健診の補助 

・35歳以上の被保険者、被扶養者対象 

・１人１回限り組合負担上限額 32,000円（特定健診との併用不可） 

前期高齢者等訪問支援事業

※ 

・63～72歳の被扶養者を対象にした訪問型健康支援事業（無料） 

・専門の相談員（看護師・保健師）が対面で健康に関する悩みなど一人一人

にあったアドバイスを実施） 

インフルエンザ予防接種補

助 

・予防接種（期間 10月~12月）に 1人 1,000円（1回限り、接種日 65歳

未満。公費補助対象は除く）の補助 

常備薬等の有償斡旋 

・家庭常備薬の有償斡旋の内、感冒、花粉症対策等一部推奨品目につい 

て一品目 100円、個数上限 1人 10個までの補助（4月、10月） 

・申込方法は、加入者が委託事業者へ直接または事業所で取りまとめて行

い、常備薬は自宅への配達は代引き、取りまとめの場合は希望の所在へ

配達し振込による支払 

・斡旋チラシは「健保だより」に同封。ｗｅｂ申込可（健保ＨＰ） 

・一部についてセルフメディケーション税制の対象※ 

Web版医療費通知等 
・PC、スマホ、携帯電話を通じて被保険者へ医療費、ジェネリック医薬品

促進事業等の通知 

保健

指導

宣伝 

機関誌「健保だより」の発行 

・4月、7月(健診特集号)、10月、1月（中下旬発行） 

・法改正、制度改正等必要に応じ臨時特集号を発行 

・「お薬手帳（電子版含む）」持参励行を広報 

ホームページ ・随時情報提供 

ハロー健康相談２４ 

メンタル相談（電話、面談、

Web）と電話による健康相

談 

・メンタル相談（電話、面談、Webによるこころの健康相談→電話健康相

談からメンタル相談、面談へとノンストップの利用可能） 

・電話健康相談（育児、事故の応急処置、介護、福祉、ジェネリック医薬

品、医療機関情報等 24時間相談） 

・海外からの相談対応可 

・プライバシー遵守 

育児月刊誌 ・「赤ちゃんとママ」（第 1子分娩者に 1年間） 

赤ママ「きずな」メール 

・妊娠中の健康管理や低体重児出産の予防対策として赤ママ「きずな」メ

ールを実施、本人および家族も利用可 

妊娠中の加入者へ健康管理意識の向上や早産、低体重出産の対策として

マタニティメールを毎日配信し、健康意識を高め１人で抱えがちな不安

や悩みを軽減 

健康保険情報誌 ・「すこやか健保」（事業所担当者に毎月 1回） 

事務説明会 ・定時決定及びマイナンバー関連他（平成 29年 5月 25日開催予定） 

健康保険小冊子 
・事業所新規採用者へむけた健保小冊子の概要版を CD版（音声入り）に

て事業所へ配付 

体育 

奨励 
フィットネスクラブ利用 ・コナミスポーツクラブ、ルネサンスと法人会員契約 

保養

所 
保養所利用 

・特別会員のラフォーレ倶楽部,ダイワロイヤルホテルズ,白馬アルプスホテ

ルは契約料金で利用 

・かんぽの宿は 500円の割引で利用 

※特定健診、特定保健指導、前期高齢者等訪問支援事業は「データヘルス計画」に基づく事業 

※「セルフメディケーション税制」とは特定一般用医療費（スイッチ OTC医薬品＝医療用から転用された 

市販の医薬品の購入費）を支払った場合等の医療費控除の特例制度 

 


